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４
，６
２
６
万
８
千
円
、
支
出
済
額
が
６
億

４
，５
７
１
万
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
一
般
会
計
・
特
別
会
計
と
も
に
収
入
済

額
は
、
一
時
転
用
金
な
ど
に
か
か
る
収
入

を
除
い
て
お
り
、
支
出
済
額
が
収
入
済
額

を
上
回
っ
て
い
る
特
別
会
計
に
つ
い
て
は
、

一
般
会
計
か
ら
の
一
時
転
用
金
で
賄
わ
れ

て
い
ま
す
。

　
病
院
事
業
会
計
で
は
収
益
的
収
入
が
支

出
を
上
回
り
、
消
費
税
を
除
い
た
純
利
益

が
４
８
３
万
円
と
な
り
ま
し
た
。

は
じ
め
に

　
市
の
財
政
は
、
一
般
会
計
と
特
別
会
計
、

企
業
会
計
の
３
つ
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。

　
一
般
会
計
に
は
、
市
の
基
本
的
な
経
費

が
計
上
さ
れ
て
お
り
、
特
別
会
計
で
は
、

特
定
の
事
業
を
行
う
た
め
の
収
支
が
個
別

に
処
理
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
企
業
会
計

は
、
地
方
公
共
団
体
が
経
営
す
る
事
業
の

会
計
で
、
本
市
に
は
市
立
病
院
の
運
営
を

行
う
病
院
事
業
会
計
が
あ
り
ま
す
。

　
地
方
公
共
団
体
で
は
、
４
月
か
ら
翌
年

３
月
末
ま
で
の
会
計
年
度
内
に
す
べ
て
の

収
納
や
支
払
い
を
完
了
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
た
め
、
翌
年
度
の
４
月
と
５
月
を
出

納
整
理
期
間
と
し
、
こ
の
間
に
未
収
金
や

未
払
い
金
の
整
理
を
行
い
ま
す
。
歳
入
の

市
債
な
ど
、
収
入
率
や
執
行
率
が
低
く
な

っ
て
い
る
科
目
が
あ
る
の
は
、
事
業
が
完

了
す
る
年
度
末
以
降
に
執
行
さ
れ
る
収
支

が
あ
る
た
め
で
す
。

　
今
回
お
知
ら
せ
す
る
「
財
政
公
表
」
は

決
算
額
と
は
異
な
り
、
平
成
　
年
３
月
末

２５

現
在
で
平
成
　
年
度
の
予
算
額
に
対
し
て

２４

ど
の
く
ら
い
収
入
が
あ
り
支
出
し
た
か
を

示
す
も
の
で
、
出
納
整
理
期
間
に
お
け
る

収
支
を
含
ん
で
い
ま
せ
ん
。

　
な
お
、
病
院
事
業
会
計
に
は
出
納
整
理

期
間
が
な
い
の
で
、
３
月
末
で
の
収
支
状

況
が
決
算
と
な
り
ま
す
。

■市の人■市の人口口

<平成２５年３月３１日現在<平成２５年３月３１日現在>>

人 口 ４，１２３人人　口　４，１２３人　

男 １，８８３人　　男　１，８８３人　

女 ２，２４０人　　女　２，２４０人　

世帯数 ２，２５４世世帯数　２，２５４世帯帯

各
会
計
予
算
の
執
行
状
況

　
各
会
計
予
算
の
執
行
状
況
は
表
１
か
ら

表
３
の
と
お
り
で
、
一
般
会
計
の
収
入
で

は
予
算
の
　
・
２
％
に
当
た
る
　
億
５
，

９０

４３

１
４
３
万
円
が
収
入
済
み
で
、
対
す
る
支

出
は
　
億
４
，５
０
７
万
５
千
円
と
予
算

３７

の
　
・
６
％
が
執
行
済
み
と
な
っ
て
い
ま

７７
す
。

　
ま
た
、
市
営
公
共
下
水
道
な
ど
４
つ
の

特
別
会
計
は
合
計
で
、
収
入
済
額
が
４
億

市では毎年２回、財政状況を公表しています。今回は平成２　市では毎年２回、財政状況を公表しています。今回は平成２５５

年３月３１日現在での、平成２４年度予算の執行状況を中心に、年３月３１日現在での、平成２４年度予算の執行状況を中心に、市市

の借入金や基金の現況などについてお知らせしますの借入金や基金の現況などについてお知らせします。。

なお、最終的な平成２４年度決算については、改めてお知ら　なお、最終的な平成２４年度決算については、改めてお知らせせ

します。 〈財政管財グループ・市役所２します。 〈財政管財グループ・市役所２階階緯緯４２～３２１４４２～３２１４〉〉

財 政 公財 政 公 表表
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表１　一般会計の予算執行状況

収入率収 入 済 額予 算 現 額歳入科目

１００．０％２７億２，９５３万６千円２７億２，９５３万５千円地方交付税

８４．４％４億２，９１８万２千円５億８７６万６千円国庫支出金

０．０％０千円３億１，５６４万５千円市 債

９１．９％２億７，９５８万８千円３億４２８万８千円使 用 料 等

９５．６％２億８，８８７万３千円３億２１５万９千円諸 収 入

１０４．８％２億５，６７０万２千円２億４，４９３万円市 税

６８．０％１億６８１万３千円１億５，７００万６千円道 支 出 金

１００．０％１億２，９８３万円１億２，９８３万円繰 越 金

９８．３％１億３，０９０万６千円１億３，３１７万円そ の 他

９０．２％４３億５，１４３万円４８億２，５３２万９千円合　 計

執行率支 出 済 額予 算 現 額歳出科目

９２．２％９億９，６９８万１千円１０億８，１４４万円民 生 費

９９．７％８億３，８２７万円８億４，１１２万６千円職 員 費

９７．０％５億３，９９０万６千円５億５，６５６万８千円衛 生 費

８３．８％４億６，１５７万６千円５億５，０５１万３千円公 債 費

３７．０％１億９，９２８万２千円５億３，８２６万８千円土 木 費

２７．３％１億４，４６０万７千円５億２，９９９万７千円総 務 費

９５．９％２億２，８０２万２千円２億３，７８０万１千円商 工 費

９１．２％１億７，４５６万３千円１億９，１３２万８千円教 育 費

５５．１％９，６７９万９千円１億７，５５４万５千円消 防 費

５３．０％６，５０６万９千円１億２，２７４万３千円そ の 他

７７．６％３７億４，５０７万５千円４８億２，５３２万９千円合　 計
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収　　益　　的　　収　　支
区分

執行率決　算　額予 算 現 額

１０１．６％５億８，４０６万４千円５億７，４７０万３千円収入

９５．５％５億７，７１３万７千円６億４２２万円支出

資　　本　　的　　収　　支
区分

執行率決　算　額予 算 現 額

９９．６％６，７４７万５千円６，７７５万６千円収入

９９．６％６，７４７万５千円６，７７５万６千円支出

表３　企業会計の決算状況（病院事業）

表２　特別会計の予算執行状況

執行率支 出 済 額収入率収 入 済 額予 算 現 額会　　　計

７６．６％３億２，０１６万５千円１８．９％７，９１５万５千円４億１，８０７万７千円市営公共下水道

９９．６％３，７８５万９千円７７．４％２，９４０万円３，７９９万２千円市営神威岳観光

７２．７％１億９，７５１万２千円９４．５％２億５，６７２万９千円２億７，１７５万４千円国民健康保険

９７．７％９，０１７万４千円８７．８％８，０９８万４千円９，２２５万円後期高齢者医療

表４　市税の収入状況

市民１人当たりの貯金額　３１７，３１０円

（前年同期と比べ、６５，５９１円の増）

市民１人当たりの借金額　１，７３５，０３０円

（前年同期と比べ、▲５９，１５６円の減）

表６　基金の状況

現　在　高区　　　　分

１１億５，０００万円財政調整基金

０円減債基金

６２万円ふるさと応援基金

１，０６１万６千円市営改良住宅敷金基金

１，０９０万６千円市営住宅敷金基金

５，５７５万円過疎地域自立促進特別事業基金

８，０３７万８千円北海道市町村備荒資金組合

１３億８２７万円総　　　　　額

２億３，６１９万９千円前年同期との比較増減

表５　市債の状況

現　在　高会　　　　計

４５億４０５万５千円一般会計

２１億４，７５５万４千円市営公共下水道特別会計

２，０４６万円市営神威岳観光特別会計

４億８，１４６万円病院事業会計

７１億５，３５２万９千円総　　　　　額

▲４億８，７９０万８千円前年同期との比較増減

市民１人当たりの市税負担額　６２，２６１円

（前年同期と比べ、１１，３５１円の増）

市
税
の
収
入
状
況

　
収
入
予
算
の
５
・
１
％
に
当
た
る
市
税

は
、
２
億
４
，４
９
３
万
円
の
予
算
額
に
対

し
収
入
済
額
は
２
億
５
，６
７
０
万
２
千

円
、
１
０
４
・
８
％
の
収
入
率
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　
な
お
、
収
入
内
訳
は
表
４
の
グ
ラ
フ
の

と
お
り
で
す
。

市
債
の
状
況

　
市
が
、
多
額
の
資
金
を
必
要
と
す
る
道

路
整
備
や
施
設
建
設
な
ど
大
規
模
事
業
を

行
う
場
合
、
国
等
か
ら
事
業
資
金
を
借
り

入
れ
ま
す
。
こ
れ
が
市
債
で
、
市
の
借
金

に
な
り
ま
す
。

　
市
債
現
在
高
の
総
額
は
表
５
の
と
お
り
、

全
会
計
あ
わ
せ
て
　
億
５
，３
５
２
万
９
千

７１

円
と
な
っ
て
お
り
、
前
年
同
期
と
比
べ
る

と
４
億
８
，７
９
０
万
８
千
円
減
少
し
て
い

ま
す
。基

金
の
状
況

　
市
債
（
市
の
借
金
）
に
対
し
、
市
の
貯

金
に
相
当
す
る
の
が
基
金
で
す
。

　
本
市
に
は
表
６
の
と
お
り
、
目
的
に
応

じ
た
基
金
が
あ
り
ま
す
。
基
金
現
在
高
の

合
計
は
　
億
８
２
７
万
円
で
、
前
年
同
期

１３

と
比
べ
２
億
３
，６
１
９
万
９
千
円
増
加
し

ま
し
た
。

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
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１
か
月
の
医
療
費
の
自
己
負
担

が
限
度
額
を
超
え
た
と
き
、
超
え

た
額
が
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給

さ
れ
ま
す
。

　
減
額
認
定
証
に
よ
る
軽
減
以
外

の
区
分
も
含
め
、
各
区
分
で
の
自

己
負
担
限
度
額
は
左
の
表
１
の
と

お
り
で
す
。

■
入
院
し
た
と
き
の
食
事
代
等

　
入
院
し
た
と
き
は
、
医
療
費
の

自
己
負
担
額
の
ほ
か
、
食
事
代
な

ど
の
標
準
負
担
額
を
支
払
い
ま
す
。

　
な
お
、
各
区
分
で
の
標
準
負
担

額
は
次
ペ
ー
ジ
表
２
の
と
お
り
で

す
。

　
医
療
機
関
の
窓
口
で
支
払
う
医

療
費
の
自
己
負
担
割
合
は
、
前
年

の
所
得
に
よ
り
１
割
（
一
般
）
と

３
割
（
現
役
並
み
所
得
者
）
に
分

か
れ
ま
す
。

※
自
己
負
担
割
合
（
１
割
ま
た
は

３
割
）
は
、
有
効
期
限
内
で
も

所
得
や
世
帯
構
成
の
変
更
に
よ

り
再
判
定
と
な
り
ま
す
。
こ
れ

に
よ
り
負
担
割
合
が
変
更
に
な

る
場
合
に
は
、
新
し
い
保
険
証

が
交
付
さ
れ
ま
す
。

■
現
役
並
み
所
得
者
と
は

　
住
民
税
課
税
所
得
が
１
４
５
万

円
以
上
あ
る
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
加
入
者
（
以
下
「
加
入
者
」
と

い
い
ま
す
）
及
び
そ
の
方
と
同
じ

世
帯
の
加
入
者
は
、
負
担
割
合
が

３
割
の
「
現
役
並
み
所
得
者
」
に

な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
次
に
該
当

す
る
方
は
、
保
険
医
療
グ
ル
ー
プ

窓
口
で
申
請
す
る
こ
と
に
よ
り
、

１
割
負
担
と
な
り
ま
す
。

▼
世
帯
内
の
加
入
者
が
１
人
の
場

合

　
加
入
者
本
人
の
収
入
額
が
３
８

３
万
円
未
満
の
と
き
。
ま
た
は
同

一
世
帯
の
　
歳
か
ら
　
歳
ま
で
の

７０

７４

方
と
加
入
者
本
人
の
収
入
の
合
計

が
５
２
０
万
円
未
満
の
と
き
。

▼
世
帯
内
の
加
入
者
が
２
人
以
上

の
場
合

　
加
入
者
の
収
入
の
合
計
が
５
２

０
万
円
未
満
の
と
き
。

※
原
則
と
し
て
、
申
請
し
た
月
の

翌
月
か
ら
適
用
に
な
り
ま
す
。

【
例
】
７
月
　
日
に
申
請
→

１６

 

 

８
月
１
日
か
ら
適
用

　
「
後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

（
以
下
「
減
額
認
定
証
」
と
い
い

ま
す
）
は
、
住
民
税
非
課
税
世
帯

の
方
が
入
院
し
た
と
き
の
医
療
費

や
、
食
事
代
な
ど
の
自
己
負
担
限

度
額
を
軽
減
す
る
た
め
に
必
要
な

も
の
で
す
。

　
現
在
使
用
中
の
減
額
認
定
証
は
、

保
険
証
と
同
時
期
に
更
新
さ
れ
ま

す
。
保
険
証
と
同
様
に
新
し
い
減

額
認
定
証
が
届
き
ま
し
た
ら
、
古

い
も
の
は
廃
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
減
額
認
定
証
の
色
は
、

水
色
に
変
わ
り
ま
す
。

■
減
額
認
定
証
の
適
用
区
分

　
自
己
負
担
限
度
額
等
の
軽
減
区

分
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▼
区
分
 
　
世
帯
全
員
が
住
民
税

非
課
税
の
方

▼
区
分
 
　
区
分
Ⅱ
に
該
当
す
る

方
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
方

▽
世
帯
全
員
の
所
得
が
０
円
で
、

か
つ
公
的
年
金
受
給
額
が
　
万
８０

円
以
下
の
方

▽
老
齢
福
祉
年
金
を
受
給
さ
れ
て

い
る
方

　
減
額
認
定
証
を
提
示
す
る
こ
と

で
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
軽
減
に

は
次
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

■
高
額
療
養
費

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
「
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
」（
以
下
「
保
険
証
」
と
い
い
ま
す
）
の
有

　
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
「
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
」（
以
下
「
保
険
証
」
と
い
い
ま
す
）
の
有
効効

期
限
は
平
成

年
７
月

日
で
満
了
と
な
り
、
８
月
以
降
は
使
用
で
き
な
く
な
り
ま
す

期
限
は
平
成
　
年
７
月
　
日
で
満
了
と
な
り
、
８
月
以
降
は
使
用
で
き
な
く
な
り
ま
す
。。

２５２５

３１３１

７
月
中
に
新
し
い
保
険
証
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、
お
手
元
に
届
き
ま
し
た
ら
、
古
い
保
険
証
を
廃

　
７
月
中
に
新
し
い
保
険
証
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、
お
手
元
に
届
き
ま
し
た
ら
、
古
い
保
険
証
を
廃
棄棄

し
て
く
だ
さ
い
。
新
し
い
保
険
証
の
色
は
ピ
ン
ク
色
に
変
わ
り
ま
す

し
て
く
だ
さ
い
。
新
し
い
保
険
証
の
色
は
ピ
ン
ク
色
に
変
わ
り
ま
す
。。

な
お
、
今
回
か
ら
保
険
証
は
１
年
ご
と
の
更
新
と
な
り
、
有
効
期
限
は
平
成

年
７
月

日
ま
で
と

　
な
お
、
今
回
か
ら
保
険
証
は
１
年
ご
と
の
更
新
と
な
り
、
有
効
期
限
は
平
成
　
年
７
月
　
日
ま
で
と
なな

２６２６

３１３１

り
ま
す
。

〈
保
険
医
療
グ
ル
ー
プ
・
市
役
所
１

り
ま
す
。 

〈
保
険
医
療
グ
ル
ー
プ
・
市
役
所
１
階階
緯緯
４
２
～
３
２
１
７

４
２
～
３
２
１
７
〉〉

後
期
高
齢
者
医
療
制

後
期
高
齢
者
医
療
制
度度

保
険
証
を
一
斉
更
新
し
ま

保
険
証
を
一
斉
更
新
し
ま
すす
！！

医
療
費
の
自
己
負
担
割
合

減
額
認
定
証
の
更
新

減
額
認
定
証
で
の
軽
減
額
等

外来＋入院
（世帯単位）

外 来
（個人単位）

区  分

８０，１００円＋※加算額
過去１２か月で４回目
以降   ４４，４００円

４４，４００円現役並み所得者

 ４４，４００円１２，０００円一 般

 ２４，６００円８，０００円区分 減額認定

証の区分  １５，０００円８，０００円区分 

【表１】１か月の医療費自己負担限度額

 ※加算額…（医療費総額－２６７，０００円）×１％
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同
じ
世
帯
の
加
入
者
が
１
年
間

に
支
払
っ
た
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
と
介
護
保
険
の
自
己
負
担
額
の

合
計
が
限
度
額
を
超
え
た
場
合
、

そ
の
超
え
た
額
が
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
及
び
介
護
保
険
か
ら
支
給

さ
れ
ま
す
。

　
被
保
険
者
の
皆
さ
ま
に
健
康
や

医
療
に
対
す
る
理
解
を
深
め
て
い

た
だ
く
た
め
、
医
療
費
を
半
年
ご

と
に
ま
と
め
、
希
望
さ
れ
る
方
を

対
象
に
医
療
費
通
知
を
送
付
し
て

い
ま
す
。

　
新
た
に
通
知
書
の
発
行
を
希
望

さ
れ
る
方
は
、
北
海
道
後
期
高
齢

者
医
療
広
域
連
合
ま
た
は
市
役
所

保
険
医
療
グ
ル
ー
プ
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

※
こ
の
通
知
書
は
確
定
申
告
な
ど

の
「
医
療
費
控
除
」
の
領
収
書

の
代
わ
り
に
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

■
問
い
合
わ
せ
先

▼
北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
（
緯
０
１
１
～
２
９
０
～

５
６
０
１
）

▼
保
険
医
療
グ
ル
ー
プ
（
市
役
所

１
階
緯
４
２
～
３
２
１
７
）

　
市
で
は
、
北
海
道
と
協
力
し
て

各
種
助
成
制
度
（
身
障
、
ひ
と
り

親
、
子
ど
も
等
）
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
い
ず
れ
か
の
医
療
保
険
に

加
入
さ
れ
て
い
る
方
で
、
次
の
制

度
に
該
当
す
る
場
合
は
、
申
請
に

よ
り
医
療
費
が
助
成
さ
れ
ま
す
。

　
く
わ
し
い
内
容
や
手
続
き
な
ど

は
、
保
険
医
療
グ
ル
ー
プ
（
市
役

所
１
階
緯
４
２
～
３
２
１
７
）
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
重
度
心
身
障
が
い
者
医
療
費

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

に
か
か
る
医
療
費

①
身
体
障
害
者
手
帳
の
等
級
が
１

級
ま
た
は
２
級
の
方
及
び
３
級

の
一
部
（
心
臓
、
じ
ん
臓
、
肝

臓
、
呼
吸
器
、
ぼ
う
こ
う
、
直

腸
、
小
腸
、
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ

イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
機
能
に
か

か
る
障
害
）
の
方

②
重
度
の
知
的
障
が
い
が
あ
る
方

③
精
神
保
健
福
祉
手
帳
１
級
に
該

当
す
る
方
（
外
来
の
み
）

■
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費

①
　
歳
未
満
の
子
を
扶
養
ま
た
は

２０監
護
し
て
い
る
ひ
と
り
親
家
庭

の
母
ま
た
は
父
の
入
院
医
療
費

②
①
の
家
庭
の
、
子
の
入
院
・
外

来
医
療
費

③
両
親
の
死
亡
や
行
方
不
明
な
ど

に
よ
り
、
他
の
家
庭
で
扶
養
さ

れ
て
い
る
　
歳
未
満
の
子
の
入

２０

院
・
外
来
医
療
費

※
　
歳
以
上
の
子
は
一
定
の
要
件

１８が
必
要
。

■
子
ど
も
医
療
費

　
中
学
３
年
生
ま
で
の
子
ど
も
に

か
か
る
入
院
・
外
来
医
療
費

※
満
　
歳
に
達
す
る
日
（
誕
生
日

１５
の
前
日
）
以
後
の
最
初
の
３
月

　
日
ま
で
。

３１
▼
収
入
要
件

　
重
度
心
身
障
が
い
者
及
び
ひ
と

り
親
家
庭
等
医
療
は
、
世
帯
の
収

入
要
件
等
が
あ
り
、
状
況
に
よ
っ

て
は
認
定
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。
な
お
、
子
ど
も
医
療
に
収

入
要
件
は
あ
り
ま
せ
ん
。
く
わ
し

く
は
、
保
険
医
療
グ
ル
ー
プ
（
市

役
所
１
階
緯
４
２
～
３
２
１
７
）

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
助
成
の
内
容

　
各
医
療
費
に
お
け
る
助
成
の
内

容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

  亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

高
額
介
護
合
算
療
養
費

医
療
費
通
知
の
発
行

【表２】入院時の食事代などの標準負担額

※減額認定証の適用区分が区分Ⅱとなってい

る方で、「長期入院該当年月日」欄に日付が

未記入の場合、過去12か月の入院日数が90

日を超えるときには、申請により食事代が

さらに軽減される場合があります。領収書

等の入院日数が確認できるものを持参のう

え、保険医療グループへお越しください。

療養病床
への入院

右以外
の入院

区　　　分
居住費
（１日）

食事代
（１食）

食事代
（１食）

３２０円

４６０円２６０円現役並み所得者・一般

２１０円
２１０円９０日までの入院区

分
 

住
民
税
非
課
税
世
帯

１６０円過去12か月で９０
日を超える入院

１３０円
１００円

８０万円以下の年
金受給者区

分
 ０円１００円老齢福祉年金
受給者

福
祉
医
療
費
助
成
制

福
祉
医
療
費
助
成
制
度度

■各医療費の助成内容

市民税課税世帯

（中学３年生までの子どもを除く）

　医療費負担は１割です。ただし、１か
月に負担する医療費が下表の限度額を超
えた場合は、申請により超えた分が支給
されます。
　【１か月の自己負担限度額】

１２，０００円外来（個人単位）

４４，４００円入院＋外来（世帯単位）

市民税非課税世帯

（中学３年生までの子どもを除く）

　医療費は無料です。ただし、初診に限り、
下表の額を限度とする初診時一部負担金
がかかります。
　【初診時一部負担金】

柔道整復歯　科医　科

２７０円５１０円５８０円

中学３年生までの子ども

医療費は無料です。
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第
　
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
は
、
７
月
４
日
（
木
）に
告
示
さ
れ
、

２３

７
月
　
日
に
（
日
）
に
投
票
が
行
わ
れ
ま
す
。

２１

　
わ
た
し
た
ち
国
民
の
声
を
国
政
に
反
映
さ
せ
、
未
来
に
つ
な
げ
る

た
い
せ
つ
な
選
挙
で
す
。
あ
な
た
の
貴
重
な
一
票
を
無
駄
に
す
る
こ

と
な
く
、
必
ず
投
票
し
ま
し
ょ
う
。

　
参
議
院
は
３
年
ご
と
に
改
選
が

行
わ
れ
、
定
数
の
半
分
ず
つ
の
議

員
が
「
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
」

と
「
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
」

の
２
つ
の
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
投
票
は
、
最
初
に
「
選
挙
区
」
を
、

次
に
「
比
例
代
表
」
の
選
挙
を
行

い
ま
す
。

　
「
選
挙
区
」
の
投
票
用
紙
（
薄

い
黄
色
）
に
は
、
候
補
者
の
氏
名

を
記
載
し
、「
比
例
代
表
」
の
投
票

用
紙
（
白
色
）
に
は
、
候
補
者
の

氏
名
ま
た
は
政
党
等
の
名
称
を
記

載
し
て
投
票
し
ま
す
。

　
本
市
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ

れ
て
い
て
、
次
の
年
齢
及
び
住
所

要
件
に
該
当
し
て
い
る
方
で
す
。

▼
年
齢
要
件
　
平
成
５
年
７
月
　２２

日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方

▼
住
所
要
件
　
平
成
　
年
４
月
３

２５

日
ま
で
に
本
市
に
転
入
、
住
民

登
録
を
し
、
引
き
続
き
投
票
日

（
期
日
前
投
票
日
含
む
）
ま
で

居
住
し
て
い
る
方

■
投
票
日
ま
で
に
転
出
し
た
方
は

　
す
で
に
本
市
の
選
挙
人
名
簿
に

登
録
さ
れ
て
い
る
方
が
他
の
市
町

村
に
転
出
し
た
場
合
、
住
所
要
件

不
足
に
よ
り
新
し
い
住
所
地
の
選

挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
な
い
た
め
、

本
市
で
投
票
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
（
た
だ
し
、
選
挙
区
選
出
議
員

選
挙
は
北
海
道
選
挙
区
）
。

　
な
お
、
こ
れ
ら
の
方
に
は
投
票

所
入
場
券
は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
の

で
ご
承
知
く
だ
さ
い
。

本
市
で
投
票
で
き
る
方

　
投
票
所
入
場
券
は
、
近
日
発
送

す
る
予
定
で
す
が
、
届
か
な
い
と

き
は
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
へ

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
入
場
券
が
届
か
な
か
っ

た
り
、
紛
失
し
た
場
合
で
も
投
票

は
で
き
ま
す
の
で
、
投
票
所
の
係

投
票
所
入
場
券
の
発
送

員
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　
投
票
日
に
用
事
な
ど
で
投
票
所

へ
行
け
な
い
方
は
、
た
い
せ
つ
な

一
票
を
無
駄
に
し
な
い
よ
う
、
次

の
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

期
日
前
投
票
と

 

不
在
者
投
票

期
日
前
投
票

　
仕
事
や
旅
行
、
冠
婚
葬
祭
な
ど

の
用
事
で
投
票
日
に
投
票
所
に
行

け
な
い
方
は
、
当
日
と
同
じ
よ
う

に
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
日

前
投
票
制
度
を
活
用
し
ま
し
ょ
う
。

　
手
続
き
は
簡
単
で
、
郵
送
し
た

入
場
券
の
裏
面
に
印
刷
し
て
あ
る

宣
誓
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
理
由

か
ら
該
当
す
る
も
の
を
選
び
、
署

名
す
る
だ
け
で
投
票
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
印
鑑
は
必
要
あ
り
ま

せ
ん
。

▼
投
票
期
間
　
７
月
５
日
（
金
）

～
７
月
　
日
（
土
）
ま
で

２０

※
土
・
日
曜
日
、
祝
祭
日
を
含
め

毎
日

▼
投
票
時
間
　
午
前
８
時
　
分
～

３０

午
後
８
時

▼
会
　
　
場
　
選
挙
管
理
委
員
会

事
務
局
（
市
役
所
２
階
）

▼
必
要
な
も
の
　
投
票
所
入
場
券

不
在
者
投
票

▼
入
院
や
施
設
等
に
入
所
し
て
い

る
場
合

　
不
在
者
投
票
が
で
き
る
指
定
病

院
や
指
定
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
に
入

院
・
入
所
し
て
い
る
方
は
、
施
設

管
理
者
に
申
し
出
て
不
在
者
投
票

を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
他
の
市
町
村
に
滞
在
し
、
本
市

で
投
票
で
き
な
い
場
合

　
長
期
の
旅
行
や
仕
事
な
ど
で
遠

く
の
市
町
村
に
滞
在
中
の
方
は
、

滞
在
先
の
選
挙
管
理
委
員
会
で
不

在
者
投
票
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
投
票
用
紙
の
請
求
や
交
付
手

続
き
は
郵
送
で
行
う
の
で
、
早
め

に
本
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
事
務

局
ま
で
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

　
身
体
障
害
者
手
帳
や
戦
傷
病
者

手
帳
、
介
護
保
険
の
被
保
険
者
証

を
お
持
ち
の
方
で
、
一
定
の
要
件

を
満
た
す
方
は
、
自
宅
な
ど
で
投

票
用
紙
に
記
載
し
、
選
挙
管
理
委

員
会
に
郵
送
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　
ま
た
、
障
が
い
な
ど
の
内
容
に

郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票

投
票
方
法

７月２１日（日）は７月２１日（日）は、、

の投票日での投票日ですす。。参議院議員通常選参議院議員通常選挙挙
『伝えよう あなたの意志を この票で『伝えよう　あなたの意志を　この票で』』
投 票 時 間 は ７ 時 か ら２０時 ま投 票 時 間 は ７ 時 か ら２０時 ま でで
開 票 は 即 日２１時 か ら 公 民 館開 票 は 即 日２１時 か ら 公 民 館 でで
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【投票所と投票区域】

区　　　　域投 票 所投票区

本町第一・第二・中央・川向、

東光二区・三区
公 民 館

第 １

投 票 区

上歌旭町・新栄町・曙町
上 歌 新 栄

地区集会所

第 ２

投 票 区

歌神一区・二区・三区・

市街・社宅

歌 神 地 区

集 会 所

第 ３

投 票 区

神威市街・桜ケ岡・桜沢・

錦ケ岡・神楽岡

神 威 児 童

セ ン タ ー

第 ４

投 票 区

神威美山町、中村市街・

日の出・宮下町・中央団地

歌 志 内

幼 稚 園

第 ５

投 票 区

文珠第一・第二・新泉町・

しらかば団地

文 珠 第 二

町 内 会 館

第 ６

投 票 区

文珠第三
歌 志 内

中 学 校

第 ７

投 票 区

よ
っ
て
は
代
理
人
に
よ
る
記
載
も

で
き
ま
す
。

　
こ
の
制
度
を
利
用
す
る
に
は
、

あ
ら
か
じ
め
「
郵
便
等
投
票
証
明

書
」
な
ど
の
交
付
を
受
け
て
お
く

必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
希
望
さ

れ
る
方
は
早
め
に
選
挙
管
理
委
員

会
事
務
局
へ
交
付
申
請
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

投
票
所
と
投
票
区
域

　
投
票
は
、
左
の
表
の
と
お
り
市

内
７
か
所
の
投
票
所
で
行
わ
れ
ま

す
。
投
票
所
入
場
券
を
よ
く
確
認

　
公
職
選
挙
法
が
改
正
さ
れ
、
今

回
の
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
か
ら

成
年
被
後
見
人
の
方
に
選
挙
権
や

被
選
挙
権
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
今
回
の
選
挙
か
ら
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
た
選
挙
運
動

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
そ
の
概
要
と
し
て
は
、

①
有
権
者
は
、
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
等

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
ブ
ロ
グ
、

フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
等
）
を
利
用

し
た
選
挙
運
動
が
可
能
と
な
り

ま
す
が
、
電
子
メ
ー
ル
を
利
用

し
た
選
挙
運
動
は
引
き
続
き
禁

止
さ
れ
て
い
ま
す
。

②
候
補
者
・
政
党
等
は
ウ
エ
ブ
サ

イ
ト
等
及
び
電
子
メ
ー
ル
を
利

用
し
た
選
挙
運
動
が
可
能
と
な

り
ま
す
。

▽
選
挙
運
動
と
は
、
特
定
の
選
挙

に
つ
い
て
、
特
定
の
候
補
者
の

当
選
を
目
的
と
し
、
投
票
を
得

ま
た
は
得
さ
せ
る
た
め
に
、
直

接
ま
た
は
間
接
に
有
利
な
行
為

の
こ
と
で
す
。

▽
選
挙
運
動
は
、
公
示
・
告
示
日

か
ら
投
票
日
の
前
日
ま
で
し
か

行
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

▽
未
成
年
者
等
は
選
挙
運
動
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

※
く
わ
し
く
は
、
総
務
省
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（h

ttp
:/
/
w
w
w
.s
o

u
m
u
.g
o
.jp
/
s
e
n
k
y
o
/
s
e

n
k
y
o
_
s
/
n
a
r
u
h
o
d
o
/
n
a
r

u
h
o
d
o
1
0
.h
tm
l

）
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

■
問
い
合
わ
せ
　
歌
志
内
市
選
挙

管
理
委
員
会
（
市
役
所
２
階
緯

４
２
～
３
２
１
１
）

　
市
役
所
１
階
入
口
に
車
椅
子
と
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
を
設
置
し

て
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
選
管
か
ら
の
お
知
ら
せ

し
て
、
間
違
わ
な
い
よ
う
に
お
出

か
け
く
だ
さ
い
。

投
票
所
入
場
券
の

 

裏
面
が
変
わ
り
ま
す

　
平
成
　
年
７
月
　
日
に
執
行
す

２５

２１

る
「
第
　
回
参
議
院
議
員
通
常
選

２３

挙
」
か
ら
投
票
所
入
場
券
の
裏
面

に
期
日
前
投
票
宣
誓
書
を
印
刷
し

て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
は
、
期
日
前
投
票
を

す
る
場
合
、
宣
誓
書
に
住
所
、
氏

名
等
を
記
入
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
が
、
今
回
送
付
す
る
入
場
券
の

裏
面
に
宣
誓
書
を
印
刷
し
て
い
ま

す
。

　
事
前
に
ご
自
宅
等
で
記
入
し
、

お
持
ち
い
た
だ
く
事
で
、
期
日
前

投
票
所
で
の
受
付
が
早
く
済
み
ま

す
の
で
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
選
挙
当
日
に
投
票
さ
れ

る
方
は
、
期
日
前
投
票
宣
誓
書
の

記
入
は
不
要
で
す
。

　
く
わ
し
く
は
選
挙
管
理
委
員
会

事
務
局
（
市
役
所
２
階
緯
４
２
～

３
２
１
１
）
ま
で
。

　　　　期日前投票　宣誓書
私は、参議院議員通常選挙当日、下記の事由に該当する見込みです。
※  該当するいずれかの□に碍印を記入してください。

□仕事　　□学業　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　）

□外出・旅行・滞在のため不在

□疾病、負傷、出産等のため歩行困難

□住所移転のため他市町村に居住

平成　　年　　月　　日　上記は、真実であることを誓います。

明・大・昭・平

年　　月　　日生　

生 年

月 日
氏 名

歌志内市字現住所

■
入
場
券
拡
大
イ
メ
ー
ジ




